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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
記
録
の
統
合
に
伴
う
年
金
額
の
再
裁
定
の
事
務
処
理
体
制
の
強
化
」
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
の
年
金
の
裁
定
を
変
更
す
る
処
理
（
以
下
「
裁
定
変
更
処
理
」
と
い
う
。
）

に
従
事
す
る
職
員
（
派
遣
職
員
を
含
む
。
以
下
「
従
事
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
末
時
点
で

二
十
八
人
、
平
成
十
八
年
度
末
時
点
で
二
十
二
人
、
平
成
十
九
年
度
末
時
点
で
五
十
六
人
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

従
事
職
員
の
数
は
、
本
年
一
月
末
時
点
で
三
十
八
人
、
二
月
末
時
点
で
六
十
一
人
、
三
月
末
時
点
及
び
四
月
末
時
点
で
五

十
六
人
、
五
月
末
時
点
で
八
十
二
人
、
六
月
末
時
点
で
百
一
人
、
七
月
末
時
点
で
百
十
人
、
八
月
末
時
点
で
百
二
十
七
人
、

九
月
末
時
点
で
百
四
十
五
人
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

従
事
職
員
の
数
は
、
現
時
点
で
二
百
三
人
で
あ
り
、
既
に
二
百
人
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
今
後
、
更
に
事
務
処
理
体
制
の

強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

一



五
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
原
則
と
し
て
社
会
保
険
事
務
所
の
進
達
か
ら
三
か
月
以
内
に
裁
定
変
更
処
理
を
行
う
こ
と
を
目

指
し
、
で
き
る
だ
け
早
期
の
年
金
の
支
払
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
裁
定
変
更
処
理
の
迅
速
化
の
た
め
、
平
成
二
十
年
一
月
か
ら
、
従
事
職
員
の
数
を
段
階
的
に
増

員
す
る
と
と
も
に
、
裁
定
変
更
処
理
の
事
務
に
精
通
し
た
職
員
の
集
中
的
な
配
置
や
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の

機
能
強
化
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
本
年
七
月
時
点
の
件
数
が
直
近
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
月
の
裁
定
変
更
処
理
の
受
付
件
数

は
約
十
一
万
件
で
あ
り
、
処
理
件
数
は
約
二
万
四
千
件
で
あ
る
。
ま
た
、
同
月
末
時
点
の
未
処
理
件
数
は
約
四
十
二
万
件
で

あ
る
。

二


